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嘱

第
一
期
工
事
六
千
万
円

十
日
町

　
十
日
町
市
と
南
魚
六
日
町
を
結
ぶ

二
級
国
道
直
江
津
ー
六
日
町
線
の

八
箇
峠
ト
ン
ネ
ル
工
事
が
こ
の
ほ
ど
、

は
じ
ま
り
、
去
る
九
日
市
民
体
育
餌
．

で
盛
大
な
起
－
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
．

た
。
起
工
式
は
田
中
（
彰
）
代
議
士

を
は
じ
め
中
央
か
ら
本
省
の
臼
浜
政

務
次
官
ら
関
係
多
数
が
出
席
盛
大
に

行
な
わ
れ
、
工
事
の
着
工
を
祝
い
ま
臼

し
た
。
国
道
直
江
津
t
六
日
町
線

は
＋
日
町
市
を
は
じ
め
直
江
津
重
要

港
と
、
一
級
国
道
十
七
号
線
と
を
結

ぶ
重
要
路
線
で
す
が
、
十
日
町
1

勲雑澱

六
日
町
20
分

六
日
町
間
の
八
箇
峠
は
カ
ー
ブ
も
多
『

く
急
坂
な
道
路
と
な
っ
て
い
る
た
め

車
の
交
通
に
不
便
が
あ
り
、
し
か
も
．

冬
の
間
は
全
く
通
行
不
能
と
な
る
。

こ
の
た
め
国
道
六
日
町
、
十
日
町
期

成
同
盟
会
（
会
長
村
山
十
日
町
市

長
）
で
は
早
く
か
ら
そ
の
改
良
を
志

し
、
峠
の
中
腹
に
ト
ン
ネ
ル
を
堀
る

計
画
を
進
め
、
国
、
県
に
対
し
て
強

力
に
働
き
か
け
て
き
ま
し
た
。
こ
の

結
果
本
年
度
六
千
万
円
の
事
業
費
が

決
ま
り
、
第
一
期
工
事
と
し
て
着
工

の
運
び
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
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’
ト
ン
ネ
ル
建
設
工
事
は
十
日
町
側
で

は
中
の
沢
地
内
六
日
町
側
小
栗
山
地

内
を
結
ぶ
標
高
約
五
〇
〇
米
地
点
、

延
長
一
、
一
七
五
米
を
堀
削
す
る
も

堀
り
が
行
な
わ
れ
、
す
で
に
巾
二
・

藻
の
美
約
辛
米
響
進
み

ま
し
た
　
な
お
こ
の
こ
と
は
予
算
の

見
通
し
さ
え
つ
け
ば
二
ヵ
年
で
完
了

す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
体

一三
年
後
に
な
る
も
よ
う
で
完
成
す
れ

ぱ
延
長
で
約
三
千
米
も
短
縮
す
る
こ
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の
嘉
在
窪
設
の
手
で
導
坑
一

い
つ
で
も
登
録
で
き
ま
す

　
選
挙
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

こ
れ
に
伴
な
っ
て
本
年
十
月
一
日

か
ら
補
充
選
挙
人
名
簿
の
登
録
制

度
が
変
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
選
挙

人
の
便
宜
と
補
充
選
挙
人
名
簿
を

正
確
に
し
か
も
は
や
く
作
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
従

来
は
一
定
期
間
に
の
み
申
請
を
受

付
け
て
い
た
補
充
選
挙
人
名
簿
の

登
録
申
請
の
ほ
か
に
、
随
時
登
録

の
申
出
が
で
き
る
制
度
が
新
し
く

定
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。
来
年
は

参
議
員
選
挙
等
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
名
簿
の
登
録
を
忘
れ
な

い
よ
う
拘
願
い
し
ま
す
。

一
、
補
充
選
挙
人
名
簿
の
登
録
申

　
出
は
随
時
で
き
る
。

日
本
国
民
で
年
令
満
二
十
才
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
の
者
で
基
本
選
挙
人
名
簿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漏
れ
て
い
る
者
、
新
ら
し
く
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
才
に
達
し
た
者
及
び
他
市
町
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と
に
な
り
、
十
日
町
市
内
か
ら
六
日

町
聞
は
自
動
郎
で
約
二
十
分
で
連
絡

で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

23

日
に
秋
季
消
防
演
習

　
　
　
十
日
町
、
新
座
、
川
治
地
区

　
来
る
十
月
二
十
三
日
、
十
日
町
、

新
座
、
川
治
地
区
で
分
団
毎
に
秋
季

消
防
演
習
の
た
め
、
午
前
六
時
三
十

分
点
鐘
い
た
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
十
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま

鞭
．

　
　
、
灘

灘
協織

で
十
日
町
市
、
中
魚
沼
郡
で
は
秋
季

火
災
予
防
運
動
を
行
な
い
ま
す
が
、

寒
さ
に
向
う
折
か
ら
火
の
取
扱
い
も

多
く
な
り
ま
す
の
で
、
火
災
の
末
然

防
止
に
市
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
葡

願
い
し
ま
す
。

　
十
日
町
市
の
火
災
発
生
状
況
（
十

月
九
日
現
在
）
は
、

火
災
発
生
件
数
　
　
　
　
　
四
一
件

六
日
町
、
面
江
津
の
交
流
も
密
に
な

村
か
ら
市
内
に
住
所
を
移
転
し

　
た
者
で
二
十
才
以
上
の
者
は
、

　
い
つ
で
も
補
充
選
挙
人
名
簿
に

登
録
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

二
、
登
録
の
申
出
は
本
人
が
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
簿
に
登

　
録
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
分

　
で
し
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

　
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
代
理
者
に

　
よ
る
申
出
は
原
則
的
に
認
め
ら

　
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

三
、
申
出
は
文
書
で
し
な
け
れ
ぱ

　
な
ら
な
い
。
申
出
を
す
る
書
面

　
の
様
式
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

　
の
で
必
．
要
事
項
を
記
入
し
な
け

　
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
（
用
紙
は
市
役
所
及
び
出
張
所

　
の
窓
口
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す

　
ま
た
印
鑑
が
必
要
で
す
。
）

一
　
　
　
　
　
（
全
焼
六
、
半
焼
二
）

［一
火
災
損
害
額
　
　
七
、
四
四
一
千
円

原
因
別
　
　
こ
た
つ
七
件
、
煙
突
、

　
　
　
　
　
焚
火
各
六
件
で
最
も
多

｝
　
　
　
、
。

一
　
　
v
、

一
　
以
上
の
如
く
　
煙
突
が
多
い
状
況

『
で
あ
り
ま
す
が
、
ス
ト
ー
ブ
の
取
付

｝一
け
、
風
呂
の
煙
突
に
は
充
分
注
意
し

ハ

㎜
不
備
の
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

一一
　
火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
一
火
事
、
急
救
は

｝
　
　
二
九
番
へ

｝

目
標
額
百
二
十
五
万
円

共
同
募
金
に
ご
協
力
を

　
共
同
募
金
が
発
足
以
来
十
八
年

目
、
こ
の
間
皆
さ
ま
の
絶
大
な
る
御

協
力
に
よ
り
ま
し
て
順
調
な
成
長
を

遂
げ
社
会
福
祉
事
業
に
大
き
な
成
果
■

を
あ
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
市
の
共

同
募
金
委
員
会
で
は
去
月
十
八
日
委

員
会
を
開
い
て
、
今
年
の
目
標
額
を

つ
ぎ
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た

の
で
御
協
力
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
な
お
こ
の
募
金
は

一
度
新
潟
県
共
同
募
金
会
に
納
入
い

た
し
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
全
額

が
才
末
見
舞
金
を
は
じ
め
と
し
市
の

社
会
福
祉
協
議
会
及
び
市
の
各
施
設

に
配
分
さ
れ
ま
す
。

総
目
標
額
一
、
二
五
三
、
O
O
O
円

＋
日
町
地
区

中
条
地
区

川
治
地
区

六
箇
地
区

吉
田
地
区

下
条
地
区

水
沢
地
区

法
人
募
金

学
校
募
金

三
六
五
、
八
四
〇
円

一
五
六
、
四
二
〇
円

一
二
三
、
四
一
四
円

　
一
六
、
九
〇
二
円

　
六
四
、
九
八
七
円

六
八
、
五
〇
七
円

九
七
、
○
○
○
円

三
〇
〇
、
O
O
O
円

　
六
〇
、
O
O
O
円
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す
。
【
写
真
は
八
箇
ト
ン
ネ
ル
＋
日

り
沿
線
開
発
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
㎜
町
側
中
の
沢
地
内
導
坑
、
右
側
祝
賀

飛
躍
的
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

会
場
】

重
度
精
神
薄
弱
児
扶
養
手
当

法
が
施
行
に
な
り
ま
し
た

　
昭
和
三
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
、

こ
の
法
律
が
施
行
に
な
り
ま
し
た
か

ら
、
次
の
抜
華
を
参
照
の
う
え
而
役

所
内
十
日
町
市
社
会
福
祉
事
務
所
へ

御
相
談
下
さ
い
。
請
求
は
十
一
月
三

十
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
お
す
＼

め
し
ま
す
。

1
、
こ
の
法
律
は
重
度
精
神
薄
弱
児

　
の
福
祉
の
増
進
を
は
か
り
、
生
活

　
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
で
、
そ

　
の
趣
旨
に
従
っ
て
支
給
を
受
け
た

　
も
の
は
、
こ
れ
を
用
い
な
け
れ
ぱ

　
な
ら
な
い
。
　
（
法
第
一
条
、
第
二

　
条
）

2
、
　
「
重
度
精
神
薄
弱
児
」
と
は
、

　
二
十
才
未
満
で
あ
っ
て
、
精
神
の

　
発
達
が
遅
滞
（
I
Q
三
十
五
以
下

　
程
度
の
者
）
し
て
い
る
た
め
、
日

　
常
の
介
護
を
必
要
と
す
る
程
度
の

　
状
態
に
あ
る
者
を
い
う
。
　
（
法
第

　
三
条
）

3
、
重
度
精
神
薄
弱
児
を
監
護
す
る

　
父
、
若
し
く
は
母
ま
た
は
養
育
者

　
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ

　
る
．
　
（
法
第
四
条
）

4
、
手
当
額
一
人
月
額
千
円
。
　
（
法

　
第
五
条
）

5
、
請
求
者
の
前
年
の
所
得
二
十
万

　円

（
二
十
万
円
に
つ
き
三
万
円
を

　
加
算
す
る
）
を
越
え
る
と
き
は
、

　
そ
の
年
の
五
月
か
ら
翌
年
四
月
ま

　
で
は
支
給
し
な
い
。
（
法
第
七
条
）

6
、
認
定
請
求
に
は
、
次
の
書
類
を

　
添
え
て
提
出
し
て
下
さ
い
。
　
（
規

則
第
一
条
）

一
、
認
定
請
求
蜜
（
様
式
一
号
）

二
、
戸
籍
の
謄
本
叉
は
抄
本
及
び
住

民
票
の
謄
本
。

三
、
対
象
児
童
の
精
神
薄
弱
の
状
態

　
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
様
式

二
号
）

四
、
所
得
状
況
届
（
様
式
三
号
）

五
、
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
証
明
書

　
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

遺
族
援
護
法
が

　
　
　
　
改
正
に
な
り
ま
し
た

　
軍
人
軍
属
や
徴
用
者
の
遺
族
で
つ

ぎ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

市
役
所
社
会
福
祉
事
務
所
に
ご
相
談

下
さ
い
。

1
、
軍
人
、
軍
属
が
昭
和
十
二
年
七

　
月
七
日
以
後
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
変
の

　
事
変
地
と
か
、
中
国
等
の
戦
地
の

　
勤
務
に
お
け
る
傷
病
で
、
故
意
、

　
重
過
失
で
な
い
も
の
は
公
務
上
の

　
傷
病
と
み
な
し
て
遺
族
年
金
弔
慰

　
金
を
支
給
す
る
（
従
来
は
軍
人
の

　
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
後
の

　
戦
地
に
限
ら
れ
て
い
た
が
こ
れ
を

　
拡
大
し
た
）

2
、
遺
族
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
次

　
の
遺
族
に
遺
族
一
時
金
を
支
給
す

　
る
。

　
〔
イ
〕
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後

一
　
　
の
公
務
傷
病
の
治
癒
し
な
い
閥

　
　
に
併
発
し
た
傷
病
に
よ
り
、
退

　
　
職
後
二
年
（
結
核
等
六
年
）
以

　
　
内
に
死
亡
し
た
軍
人
、
軍
属
の

　
　
遺
族

　
〔
ロ
〕
中
国
等
の
戦
地
に
六
ヵ
月
以

　
　
上
勤
務
し
、
復
員
後
一
年
（
結

　
　
核
等
三
年
）
以
内
に
死
亡
し
た

　
　
軍
人
軍
属
の
遺
族

｝一τ
昭
和
二
＋
奎
月
百
か
ら

一
　
昭
和
二
＋
七
年
四
月
二
十
九
日
ま

一一
で
の
間
に
再
婚
し
、
同
期
間
中
に

｝
再
婚
を
解
消
し
た
妻
及
び
改
氏
婚

来
月
十
一

　
　
．
栄
橋
チ
ボ
ス 一

日
に
竣
工
式

テ
ン
式
永
久
橋

　
を
解
消
し
た
父
母
に
遺
族
年
金
を

支
給
す
る
。

4
、
旧
陸
海
軍
の
判
文
官
等
の
内
緑

　
の
妻
及
び
別
戸
籍
の
父
母
に
遺
族

　
年
金
を
支
給
す
る
。

5
、
軍
人
、
軍
属
が
勤
務
に
関
連
す

　
る
傷
痢
に
よ
り
退
職
後
二
年
（
結

　
核
等
六
年
）
以
内
に
死
亡
し
た
場

　
合
は
特
別
弔
慰
金
を
支
給
す
る
こ

　
と
に
緩
利
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
こ

　
の
対
象
に
昭
和
二
十
年
九
月
二
日

　
以
後
復
員
す
る
迄
の
間
を
加
え
た

転
入
転
出
に
は
必

ず
国
民
年
金
の
届

　
出
を

　
十
日
町
市
内
に
【
転
入
】
さ
れ
た

方
及
び
【
市
内
で
住
所
を
変
更
】
さ

一
れ
た
方
は
市
役
所
市
民
課
国
民
年
金

係
へ
、
国
民
年
金
手
張
と
印
鑑
持
参

の
上
変
更
届
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
市
外
に
【
転
出
】
さ
れ
た
方
は
、

転
出
先
の
市
町
村
国
民
年
金
窓
口

｝
へ
、
国
民
年
金
手
帳
及
び
印
鑑
持
参

は

｝
の
上
、
変
更
届
を
提
出
し
て
下
さ
い

一
　
【
転
入
、
転
出
】
又
は
【
市
内
で

騨齢
住
所
を
変
更
】
さ
れ
た
方
で
、
国
民

年
金
被
保
険
者
住
所
変
更
届
を
提
出

し
な
い
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
前

住
所
に
あ
な
た
の
国
民
年
金
台
帳
が

あ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で

菅
所
を
釜
し
霧
合
鐘
か
孚

続
き
を
取
っ
て
下
さ
い
。

十
日
町
市
下
条
と
、
川
西
町
木
落
を

結
ぶ
信
濃
川
の
栄
橋
の
架
設
工
事
は

ほ
と
ん
ど
で
き
あ
が
り
、
来
る
十
一

月
十
二
日
、
喜
び
の
竣
工
式
が
行
な

わ
れ
ま
す
。

　
同
橋
は
昭
和
二
十
六
年
以
来
架
設

運
動
が
続
け
ら
れ
、
三
十
四
年
に
着

工
、
総
工
費
約
一
億
七
千
万
円
で
長

さ
四
百
屑
、
巾
六
競
の
ポ
ス
テ
ン
式

永
久
橋
で
す
。

　
　
　
【
写
真
は
完
成
し
た
栄
橋
】

著
人
健
康
診
査

一
◎
対
象
者
　
満
七
十
一
才
～
七
十
七

　
才
（
明
治
十
九
年
四
月
一
日
～
明

　
治
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
に
生
ま
れ
た
老
人
）

一
◎
期
　
　
日
　
十
月
二
十
日
～
三
十

　
　
　
　
　
　
日
ま
で

◎
医
療
機
関
　
十
日
町
病
院
、
中
条

　
病
院
、
山
口
医
院
（
下
条
）
三
谷

　
医
院

◎
診
査
料
一
般
診
査
無
料

◎
精
密
診
査

　
社
会
保
険
…
五
割

　
老
人
健
康
診
査
費
又
は
自
己
負
担

…
五
割

告

　
　
　
　
十
日
町
市
職
員
募
集

募
集
区
分

　
一
般
事
務
職
貝
（
採
用
予
定
人
貝
　
男
．
士
四
名
）

　
（
調
査
、
対
外
折
衝
等
で
女
子
を
あ
て
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事

務
の
補
助
）

　
募
資
格
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
の
卒
業
者
。

　
（
明
年
三
月
卒
業
見
込
の
者
を
含
む
）
又
は
同
等
狸
度
の
学
力
を

　
有
す
る
者
で
年
令
満
二
十
ニ
オ
未
満
の
者
。

　
ボ
エ
ラ
技
士
（
採
用
予
定
人
員
　
男
子
一
名
）

　
へ
し
尿
処
理
場
勤
務
）

し
募
資
格
　
二
級
ボ
イ
ラ
技
ヒ
免
許
を
取
得
し
て
い
る
者
へ
、
年
へ
、
満

　
　
　
　
　
．
二
十
五
オ
未
満
の
者
。

　
欠
格
事
繊

ω
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
。

㈲
禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者
。

㈹
禁
こ
以
L
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
差
、
の

　
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
。

㈲
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
日
本
国
憲
法
ま
た
は
斎
、
の

　
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壌
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党

　
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者
。

　
採
用
期
日

①
一
般
事
務
職
員
　
　
昭
和
四
十
年
四
月
㎜
日
の
予
定
。

ω
ボ
イ
ラ
技
士
　
　
昭
和
＝
、
十
九
年
十
一
月
中
の
予
定
。

　
給
　
　
与

　
初
任
給
は
高
校
卒
　
二
一
、
四
〇
〇
円

　
　
　
　
　
中
学
卒
　
一
一
、
二
〇
C
円

一
の
ほ
か
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
勤
勉
手
当
、
期
末
手
当
等
か
立

給
さ
れ
ま
す
。

　
応
募
手
続

申
込
書
に
身
上
調
書
、
履
歴
書
及
び
学
業
成
積
証
明
書
を
添
え
て
、

十
日
町
公
共
職
業
安
定
所
て
申
込
み
下
瀞
・
」
い
。

　
受
付
期
間

昭
和
三
卜
九
年
十
月
十
五
H
か
ら
十
月
二
十
日
ま
で
、

　
採
用
試
験
期
日

昭
和
三
十
九
年
十
月
二
十
五
日
午
前
八
時
一
、
．
十
分
集
合
、
九
時
よ
り
，

試
験
（
当
日
持
参
す
る
も
の
窪
記
用
具
、
L
履
、
昼
夜
）

　
試
験
の
方
法

ω
第
一
次
試
験
　
教
養
試
験
と
口
述
試
験
を
行
い
ま
す
。
教
養
議
験

　
は
次
の
科
目
か
ら
出
．
題
さ
れ
ま
す
。

　
国
語
、
数
学
、
社
会
、
作
文

　
国
述
試
験
は
主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
面
接
を
行
い
ま
す
。

　
（
但
し
ボ
イ
ラ
技
士
に
つ
い
て
は
口
述
試
験
の
み
を
行
い
ま
す
ヤ

ω
第
二
次
試
験

　
第
．
次
試
験
合
格
者
．
の
身
体
検
査

　
胸
都
疾
患
の
有
無
に
重
点
を
お
い
て
職
務
遂
行
に
必
要
な
健
康
度

　
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
．

期
体
検
麟
の
日
時
に
つ
．
て
は
本
人
に
通
知
し
ま
耽
　
㎜

““
隔
織
繍
津
雛
購
鱒
繍
講

閤
門
い
へ
口
せ
下
菰
㌧
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

流
質
物
を
公
売
　
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

ム
益
質
屋
の
流
質
物
を
つ
ぎ
の
と
お
り
公
売
い
た
し
ま
す
の
で
お
知
　
襯

ら
せ
し
ま
す
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

流
騨
指
§
　
防
水
婦
人
用
）
二
＋
三
㎜

家
庭
用
品

　
　
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
一
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
三
、
ジ
ュ
ー
サ
i
一

衣
料
品

　
　
オ
ー
バ
竜
類
（
ス
プ
リ
ン
グ
、
半
オ
ー
バ
i
、
ア
ノ
ラ
ッ
ク
、

　
　
ジ
ャ
ン
バ
ー
等
）
三
十
五

洋
服
類
二
＋
六

和
服
類
（
お
召
物
、
羽
織
、
袷
、
単
衣
、
帯
等
多
数
）
そ

　
の
他
絹
織
布
、
反
物
、
ズ
ボ
ン
、
ス
カ
ー
ト
、
靴
等
多
数

日
時
　
　
十
月
二
十
日
　
　
午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
ま
で

会
場
　
　
関
口
樋
口
町
　
　
十
日
町
繊
労
会
舘

ノ■Z〃’〃μ〃／ノZノ蹟■ノ〃■ノ〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
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市
勢
の
発
展
を
め
ざ
す

11

月
7
日
に
記
念
式
典

昭
和
二
＋
九

年
三
月
三
十
一

日
、
＋
日
町
市

が
誕
生
し
て
か

ら
ち
ょ
う
ど
今

年
で
＋
年
、
こ

の
間
産
業
、
経

済
、
交
通
、
文

化
と
各
分
野
に

お
い
て
め
ざ
ま

し
い
発
展
を
続

け
て
い
る
＋
日

町
市
は
人
口
五

万
を
こ
え
る
産

業
都
市
と
し
て

近
年
豪
雪
対
策

交
通
整
備
の
二

大
目
標
に
大
き

く
躍
進
し
て
お

り
ま
す
。

　
こ
こ
に
市
制
施
行
十
周
年
を
迎
え

市
で
は
十
一
月
七
日
祝
賀
式
典
を
挙

行
し
、
市
制
功
蛍
者
の
表
彰
や
、
旗

行
列
鼓
笛
隊
パ
レ
ー
ド
な
ど
各
種
行

事
が
式
典
を
中
心
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
．

　
十
日
町
市
が
市
制
施
行
し
た
の
は

昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
で
当

時
は
中
条
、
六
箇
、
川
治
と
合
併
、

人
口
三
万
二
千
八
十
五
人
、
面
積
百

五
・
二
九
平
方
ヂ
、
同
年
十
二
月
吉

『田
村
、
翌
三
十
年
二
月
下
条
村
を
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
民
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
大
会
（
市
民
体

併
、
さ
ら
に
三
十
七
年
四
月
水
沢
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
育
舘
）
十
月
二
＋
九
日
（
午
後
七
時
）

を
合
併
し
て
現
在
人
口
五
万
二
百
九
国
立
音
楽
大
楽
合
唱
会
（
〃
）
十
一

十
八
人
、
面
積
二
百
十
一
．
三
四
平
月
三
日
（
午
前
九
時
）
郡
市
柔
道
大

方
♂
と
な
り
、
主
産
業
の
絹
織
物
の
会
（
市
民
体
育
舘
）
十
一
月
七
日
（
午

伸
び
と
共
に
、
将
来
十
万
都
市
の
目
前
十
時
）
鼓
笛
隊
パ
レ
ー
ド
、
旗
行

標
に
着
六
と
発
展
の
歩
み
を
続
け
て
列
（
市
内
各
地
区
）
十
一
月
七
日
（
午

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
後
一
時
～
三
時
）
祝
賀
式
典
（
市
民

◎
行
事
の
あ
ら
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
体
育
舘
）
十
一
月
八
日
（
午
前
九
時
）

九
月
十
三
日
、
市
民
体
育
大
会
（
十
文
化
祭
（
織
物
会
舘
）
十
一
月
八
日

翻
稿
弊
誕
響
聾
黙
賄
）
＋
日
町
市
合
唱
祭
（
市

月
十
八
日
へ
午
前
九
時
）
市
民
硬
式
※
市
史
の
編
纂
（
三
ヵ
年
計
画
）

卓
球
大
会
（
〃
）
十
月
二
十
日
（
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
市
勢
要
覧
記
念
号
発
行
（
＋
一
月

前
十
時
）
記
念
植
樹
祭
（
中
条
笠
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
行
予
定
）

地
内
）
十
月
二
十
五
日
（
午
前
九
時
）

　
　
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ

　
　
ン
投
与
の
実
施

　
今
年
度
か
ら
生
ワ
ク
チ
ン
投
与
は

定
期
予
防
接
種
と
な
り
四
月
と
十
月

の
二
回
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
Q
し
た
が
っ
て
皿
種
混
合
を
二
回

接
種
し
一
様
完
了
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

1
、
対
象
者

◎
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら

　
昭
和
三
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま

◎
塞
墾
暑
か
ら
＋
一

　
一
月
三
十
日
ま
で
に
生
れ
た
者
で

　
今
年
五
月
投
与
を
受
け
な
か
っ
た

者
．

2
、
禁
忌

◎
発
熱
も
し
く
は
下
痢
を
伴
う
急
性

　
疾
患
に
か
＼
っ
て
い
る
者
。

◎
重
症
な
結
核
、
代
償
不
全
を
来
た

　
し
心
臓
血
管
系
疾
患
に
か
か
っ
て

い
る
者
。

◎
病
後
衰
弱
者
著
し
い
栄
養
障
害
者

◎
そ
の
他
医
師
が
投
与
不
適
と
認
め

る
者
。

　
な
お
実
施
日
程
は
嘱
託
員
か
ら
通

知
さ
れ
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既

保
険
料
の
完
納
に
よ
り

給
付
改
善
を
図
ろ
う

　
い
ま
市
の
国
民
健
康
保
険
は
世
帯

主
に
七
割
、
家
族
に
五
割
の
給
付
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
「
全
員
の
七
割

給
付
」
こ
れ
を
早
期
に
実
現
す
る
こ

国
保
の
加
入
脱
退
の
届
出

加
入
脱
退
の
届
出
は
事
件
発

生
後
十
日
以
内
に
し
な
け
れ

は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す

　
（
届
出
先
は
市
役
所
又
は
各
出
張

所
）

ー
加
入
の
届
出
は
次
の
場
合
必
要
で

す
ー

1
、
社
会
保
険
等
国
保
で
な
い
ほ
か

　
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
場
合

2
、
生
活
保
護
が
廃
止
と
な
っ
だ
場

　
合

3
、
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
場

　
合

4
、
子
供
が
生
れ
た
場
合

ー
脱
退
の
届
出
は
次
の
場
合
必
要
で

す
ー

1
、
社
会
保
険
等
国
保
で
な
い
ほ
か

　
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

2
、
生
活
保
護
が
開
始
と
な
っ
た
場

　
合

3
、
他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
場
合

！
そ
の
ほ
か
届
出
の
必
要
な
場
合
ー

1
、
市
内
で
も
住
所
を
移
動
し
た
場

　
合

2
、
世
帯
主
が
か
わ
っ
た
場
合

◎
届
出
を
し
な
い
と
ど
ん
な

　
　
こ
と
に
な
る
か

　
加
入
の
届
出
を
し
な
い
と
医
療
費

の
全
額
を
自
分
で
支
払
わ
な
け
れ
ぱ

一な
り
ま
せ
ん
。
又
脱
退
の
届
出
を
し

な
い
と
そ
の
ま
ま
保
険
料
が
か
＼
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

◎
届
出
の
と
き
持
参
す
る
も

　
　
の

　
印
鑑
、
国
保
の
被
保
険
者
証
、
社

会
保
険
に
関
連
の
あ
る
場
合
は
社
会

保
険
の
被
保
険
者
証
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冒
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こ
こ
数
年
来
土
地
や
家
屋
の
よ

う
な
不
動
産
の
売
買
が
目
立
っ
て

多
く
な
っ
て
い
ま
す
．
こ
う
い
う

棚
卸
資
産
以
外
の
資
産
の
譲
渡
に

よ
っ
て
得
る
所
得
を
譲
渡
所
得
と

い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
譲
渡
と
は

売
買
だ
け
で
な
く
、
む
す
か
し
く

申
し
ま
す
と
「
所
有
権
、
そ
の
他

の
財
産
権
を
移
転
さ
せ
る
一
切
の

行
為
を
い
い
ま
す
の
で
、
資
産
を

交
換
し
た
り
、
法
人
に
現
物
出
資

し
た
場
合
に
も
譲
渡
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
．

　
将
来
こ
の
所
得
は
主
と
し
て
資

産
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
有
し

た
あ
と
で
、
そ
の
資
産
を
譲
渡
し

た
と
き
一
時
に
所
得
が
発
生
す
る

た
め
、
事
業
所
得
と
同
様
な
課
税

方
法
で
は
税
負
担
が
重
く
な
り
ま

す
の
で
次
の
よ
う
な
方
法
で
計
算

し
て
お
り
ま
し
た
。

賂
藩
貢
＞
臨
盤
－
膏
お
自

麟
蕪
o
康
矧
麟
蹄
“
黙
藩

ヨ
竈
命
曲
（
醐
藩
副
識
命

し
た
も
の
と
（
長
期
譲
渡
）
資
産

を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
三
年
以
内

に
譲
渡
し
た
も
の
（
短
期
譲
渡
）

の
二
つ
に
区
分
し
、
短
期
の
譲
渡

所
得
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
課
税

と
い
う
こ
と
を
廃
止
い
た
し
ま
し

た
。

譲
渡
所
得
の
は
な
し

圏
I
a
d
田
）
x
鼠
“
猫

隷
噛
誉
び
ヨ
お
臨
盛

【
酵
】
蕎
嶺
田
嘩
蒸
浬
醸
弄

盛
伴
テ
σ
蛛
呼
。

と
こ
ろ
が
本
年
四
月
の
所
得
税
法

の
改
正
で
譲
渡
所
得
の
課
税
方
式

を
長
期
間
資
産
を
保
有
し
て
譲
渡

　
特
別
控
除
額
に
つ
い
て
も
免
税

点
方
式
を
加
味
し
た
万
式
に
改
正

し
て
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た

◎
所
得
金
額
が
三
十
万
円
以
下
の

場
合
は
全
額

◎
所
得
金
額
が
三
十
万
円
を
超
え

四
十
五
万
円
未
満
の
場
合
は
六
十

万
円
か
ら
所
得
金
額
を
控
除
し
た

額
（
所
得
額
を
二
倍
し
て
六
十
万

円
を
差
引
い
て
も
同
じ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
）

◎
所
得
金
額
が
四
十
五
万
円
以
上

の
場
合
は
十
五
万
円

短
期
の
譲
渡
所
得
と
、
長
期
譲
渡
所

得
が
同
じ
年
に
あ
っ
た
よ
う
な
場

合
は
、
計
算
方
法
が
複
雑
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
こ
の
よ
う
な

場
合
に
は
税
務
署
に
お
尋
ね
に
な

っ
て
下
さ
い
。

毎
月
五
日
、
十
五
日
、
二
十
五
日

は
「
税
の
相
談
日
」
五
の
日
が
休

日
な
ど
の
場
合
に
は
翌
日
と
な
り

ま
す
。
　
　
（
十
日
町
税
務
署
）
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と
が
当
面
の
目
標
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
は
多
額
の
経
費
が
必
要

で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
何
よ
り
も
先

す
保
険
料
完
納
に
御
協
力
を
わ
ね
が

ム
▲
き
》
つ
ム
賜
国
▼
一
冒
麗
冒
響

島田氏に協会長賞
国民年金大会席場

県
国
民
年
金
委

員
協
議
会
連
合
会

設
立
総
会
並
び
に

第
二
回
県
国
民
年

金
大
会
は
、
去
る

六
日
、
新
潟
市
大

和
デ
パ
ー
ト
ホ
ー

ル
で
開
か
れ
ま
し

が
、
国
民
年
金
係

長
島
田
久
蔵
氏
が

協
会
長
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。
同
氏

は
国
民
年
金
事
務

　
の
推
進
に
研
究
努
力
し
、
そ
の
功
績

　
を
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
八
日
、

　
村
山
市
長
か
ら
表
彰
状
の
伝
達
式
が

　
あ
り
ま
し
た
。

“

【
写
真
は
、
市
長
か
ら
伝
達
さ
れ
る

島
田
氏
】

，
3
昌
冨
雷
冨
昌
＝
旨
＝
雷
贈
一
目
器
8
3
一
旨
呂
昌
呂
■
器
3
一
呂
陶
3
一

耳

【
全
般
概
況
】

　
十
月
は
周
期
的
に
天
気
が
変
わ

り
、
叉
本
土
に
影
響
す
る
台
風
が

一
個
位
あ
り
そ
う
で
す
．
月
の
平

均
気
温
は
平
年
並
の
見
込
み
で

す
。
十
一
月
は
前
半
は
晴
れ
る
日

が
多
く
、
後
半

は
割
合
い
曇
り

の
日
が
多
い
で

し
ょ
う
。
気
温
は
高
目
の
見
込
み

で
す
。
十
二
月
は
今
の
と
こ
ろ
気

温
は
平
年
並
か
高
日
で
降
水
量
は

多
目
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

【
十
月
榎
況
】

　
移
動
性
高
気
圧
と
気
圧
の
谷
が

■
3
＝
冒
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＝
＝
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＝
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＝
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＝
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交
互
に
現
わ
れ
、
天
気
は
四
～
五

日
位
の
周
期
で
変
り
ま
し
ょ
う
．

気
温
は
上
、
中
旬
は
低
目
、
下
旬

は
高
目
で
、
平
均
で
は
お
お
む
ね

平
年
並
、
降
水
量
も
平
年
並
又
日

照
は
少
な
目
の
見
込
み
で
す
。

北
陸
地
方
三
ヵ
月
予
報
（
朋
崩
）

　
　
　
　
　
新
潟
地
方
気
象
台
発
表

【
十
一
月
概
況
】

　
前
半
は
本
邦
に
南
偏
す
る
高
圧

帯
の
影
響
で
晴
れ
る
日
が
多
い
で

し
ょ
う
。
中
旬
に
一
時
寒
気
が
入

る
見
込
み
で
そ
の
後
は
本
州
沿
い

に
前
線
が
出
来
や
す
く
な
り
曇
り

の
日
が
多
く
な
り
そ
う
で
す
。
平

均
気
温
は
高
目
、
降
水
量
と
日
照

は
大
体
平
年
並
の
見
込
み
で
す
。

【
十
二
月
概
況
】

　
こ
の
期
間
は
今
の
と
こ
ろ
は
っ

き
り
と
し
た
予
想
が
立
て
に
く
い

　
　
　
　
　
　
状
況
で
す
が
、

　
　
　
　
　
　
お
お
む
ね
気
温

　
　
　
　
　
　
は
平
年
並
か
高

目
、
降
水
量
は
多
目
日
照
は
平
年

並
の
見
込
み
で
す
。
叉
降
雪
は
多

少
変
動
が
あ
り
ま
す
が
、
平
年
並

程
度
の
見
込
み
で
す
。
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い
し
ま
す
。

　
昭
和
三
十
八
年
度
の
納
入
率
は
、

九
七
・
四
八
％
で
今
一
歩
で
百
％
完

納
に
な
り
ま
す
。
給
付
の
向
上
を
目

標
に
ひ
か
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
本

年
度
は
百
％
の
完
納
に
更
に
御
努
力

下
さ
い
。

　
一
ヵ
年
の
市
で
支
払
う
医
療
費
は

昭
和
三
十
八
伍
度
で
七
千
万
円
、
三

十
九
年
度
は
九
千
万
円
に
上
昇
す
る

よ
う
な
状
況
で
す
。
そ
の
う
ち
保
険

料
の
一
ヵ
年
の
徴
収
額
は
三
千
三
百

万
円
で
支
払
う
医
療
費
の
四
割
位
と

な
り
、
他
の
不
足
分
と
な
る
約
六
割

は
国
の
補
助
金
で
賄
っ
て
い
る
の
で

す
。

　
十
日
町
市
の
保
険
料
は
、
県
内
の

市
の
う
ち
最
も
低
い
ほ
う
で
す
。
保

険
料
の
引
上
げ
は
で
き
る
だ
け
さ
け

る
よ
う
市
で
は
努
力
し
て
い
ま
丁
の

で
、
全
額
納
入
に
つ
と
め
て
下
さ

い
。
市
で
支
払
う
医
療
費
と
保
険
料

の
比
較
（
三
十
八
年
度
の
決
算
に
よ

る
）被

保
険
者
｝
人
当
り
の
一
ヵ
年
の
医

療
費
（
支
払
分
）
　
二
、
三
一
五
円

被
保
険
者
一
人
当
り
の
一
ヵ
年
の
保

険
料
賦
課
額
　
　
　
　
　
九
八
二
円

被
保
険
者
一
人
当
り
の
納
入
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
七
円

　
以
上
の
こ
と
か
ら
一
人
当
り
千
三

百
五
十
八
円
が
保
険
料
だ
け
で
は
不

足
す
る
顧
と
な
り
、
こ
の
分
は
市
の

会
計
か
ら
の
助
成
や
国
庫
の
導
入
以

外
方
法
は
な
く
、
経
費
の
面
で
国
保

の
運
営
は
相
当
む
す
か
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。

良
い
本
を
読
む
運
動

公

　
　
告

市
営
住
宅
入
居
申
込
受
付

　
　
昭
和
三
十
九
年
度
建
設
の
谷
内
丑
（
川
治
）
団
地
十
三
戸
の
市
営
住

　
宅
を
左
記
の
通
り
込
居
申
込
み
を
受
付
し
ま
す
。

一
、
受
付
期
日
　
昭
和
三
十
九
年
十
月
十
五
日
～
十
月
二
十
五
目

二
、
受
付
場
所
　
十
H
町
市
役
所
内
社
会
福
祉
事
務
所

三
、
入
居
者
の
資
格

　
①
市
内
に
住
所
冬
枯
勤
務
場
所
を
有
し
て
い
る
者
。

　
⇔
現
に
同
居
し
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し

　
　
て
い
な
“
が
戯
実
上
婚
姻
関
、
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
。
そ
の

　
　
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。

　
③
次
に
掲
げ
る
収
入
が
あ
る
こ
亡
。

　
　
イ
、
第
二
種
市
営
住
宅
は
昭
和
三
十
八
年
度
‘
の
総
所
得
を
所
得
税

　
　
　
法
に
よ
り
計
算
し
、
そ
の
収
入
か
ら
扶
養
親
族
一
人
に
二
千
円

　
　
　
控
除
し
た
額
か
二
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
　
）
、
第
一
種
市
営
住
宅
に
つ
い
て
は
二
万
円
以
上
、
三
万
六
千
円

　
　
　
以
下
で
あ
る
こ
と
。
尚
受
付
の
際
収
入
棊
準
を
超
え
る
者
は
受
付

　
　
　
致
し
ま
せ
ん
。

　
④
国
税
地
方
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
（
⑤
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

四
、
選
考
基
準

　
　
入
居
申
込
み
を
し
た
者
が
入
届
さ
せ
る
べ
き
市
営
住
宅
の
戸
数
を

　
　
こ
え
た
場
べ
口
次
に
掲
げ
る
省
に
つ
い
て
行
う
。

　
①
住
宅
以
外
の
建
物
も
し
く
は
場
所
に
居
住
し
、
又
は
保
安
上
危
険

　
　
も
し
く
は
衛
生
上
有
害
な
状
態
に
あ
る
住
宅
に
居
住
し
て
い
ゐ
者
．

　
②
他
の
世
帯
と
同
屑
し
て
著
し
く
生
話
出
の
不
便
み
滋
ス
け
て
い
る
者

　
　
又
は
住
宅
が
な
い
た
め
親
族
と
同
居
丁
す
る
こ
亡
が
佃
来
な
い
者
。

　
③
住
宅
の
規
模
又
は
間
ど
り
と
世
帯
構
成
と
の
関
係
が
、
ぢ
衛
生
上
又

　
　
は
風
教
土
不
適
当
な
居
住
状
態
に
あ
る
者
。

　
④
正
当
な
事
由
に
よ
る
立
退
の
要
求
を
受
け
適
当
な
立
退
先
が
な
い

　
　
た
め
困
窮
し
て
い
る
者
（
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
事
山
に
基
く
場

　
　
合
を
除
く
）

　
⑤
住
宅
が
な
い
た
め
に
勤
務
場
所
か
ら
著
し
く
遠
隔
の
地
に
居
住
を

　
　
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
者
又
は
収
入
に
比
し
て
著
し
く
過
大
な
家

　
　
賃
の
支
払
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
者
。

一
⑥
前
に
該
当
す
る
者
の
ほ
か
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

　
　
ら
か
な
者
。

五
、
種
別
構
造
別
　
第
二
腫
木
造
平
家
建
十
三
戸

六
、
入
居
予
定
月
日
　
十
㎝
月
一
日

七
、
家
　
　
賃
（
予
定
〉
　
二
千
七
百
円
位

八
、
住
宅
の
間
取
り
（
平
面
図
）

大井田城境

天
然
の
要
害

南
朝
の
忠
臣
大
井
田
氏

押
入
押
入
，
物
置

居　室

4．5帖

居　室

　6帖

　所
呂銃し

台
　
煙
所

玄
　
関

九
、
そ
の
他
各
団
地
の
入
居
者
が
退
居
し
た
場
合
そ
の
后
の
入
居
者
か

　
　
決
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
併
せ
て
補
欠
申
込
を
受
付
け
致
し
ま
す
。

十
、
申
込
用
紙
は
社
会
福
祉
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

　
　
尚
申
込
の
際
必
ず
昭
和
三
十
八
年
度
源
泉
微
収
票
を
持
参
下
さ
い

　
　
（
家
族
の
中
に
収
入
の
あ
る
場
合
は
必
ず
そ
の
者
の
分
も
持
参
す

　
　
る
こ
と
）

±
、
申
込
み
に
つ
い
て
不
明
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
社
会
福
祉
事
務

　
　
所
住
宅
係
に
問
合
せ
て
下
さ
い
。

　
「
中
条
の
城
山
」
と
呼
ぱ
れ
て
、

お
お
ぜ
い
の
人
た
ち
か
ら
親
ま
れ
て

い
る
大
井
田
城
量
は
、
十
日
町
市
の

歴
史
的
な
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
飯
山
線
魚
沼
中
条
駅
か
ら
東
方
へ

進
ん
で
い
く
こ
と
五
キ
ロ
の
山
路
の
頂

上
が
、
い
ま
か
ら
六
百
三
十
年
も
前

に
、
当
時
の
日
本
の
政
治
の
在
り
方

を
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま

っ
た
力
　
大
井
田
一
族
の
根
拠
地

な
の
で
す
。

　
現
在
の
城
量
は
、
標
高
約
三
百
麿

の
尾
根
の
先
に
あ
っ
て
、
南
北
両
面

は
谷
川
で
け
す
り
と
ら
れ
た
壁
で
あ

り
、
西
方
に
ゆ
る
い
傾
斜
が
ひ
ら
い

て
い
る
天
然
の
要
害
と
い
え
ま
し
ょ

う
。

　
い
ち
ぱ
ん
高
い
と
こ
ろ
は
三
角
形

と蹟
ギ

中
一
憂

　
　
化

　
　
之

④

を
し
た
本
丸
で
、
南
西
側
に
一
段
ひ

く
く
な
っ
て
い
る
平
地
が
二
の
丸
と

思
わ
れ
ま
す
。
前
後
に
残
っ
て
い
る

数
条
の
空
壕
が
中
心
部
を
守
り
、
南

側
の
小
さ
な
平
地
に
は
井
戸
が
残
っ

て
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
項
上
か
ら
の

眺
め
は
川
西
町
を
は
る
か
に
の
ぞ
み

市
内
屈
指
の
景
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　
本
丸
、
山
丸
、
壕
な
ど
の
配
置
や

構
造
か
ら
、
恐
ら
く
鎌
倉
時
代
ご
ろ

（
六
百
五
十
年
く
ら
い
前
）
に
つ
く

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
も
何
度
か
の

修
理
改
造
が
加
え
ら
れ
、
南
北
朝
後

期
（
六
百
年
く
ら
い
前
）
の
姿
も
留

め
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
城
の
主
と
な
っ
た
大
井
田
氏

は
。
上
州
の
新
田
氏
か
ら
出
て
里
見

氏
を
称
し
た
一
族
の
末
で
、
葡
よ
そ

建
長
年
間
（
一
二
五
〇
年
）
ご
ろ
こ

の
地
方
に
移
っ
て
来
て
、
地
名
の
大

井
田
を
姓
に
名
乗
っ
た
も
の
で
し
ょ

う
。

　
建
長
年
間
と
い
え
ぱ
、
源
頼
朝
の

は
じ
め
た
鎌
倉
幕
府
が
す
で
に
執
権

北
条
氏
の
手
に
握
ら
れ
て
し
ま
い
、

武
家
政
治
が
完
全
に
確
立
し
た
時
代

で
す
。
幕
購
に
直
接
関
係
の
あ
る
氏

族
は
中
央
で
権
威
を
伸
ば
し
、
地
方

の
武
将
は
そ
の
勢
力
を
軍
事
的
未
開

拓
の
地
方
に
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る

頃
で
、
あ
る
い
は
地
方
の
豪
族
と
手

を
結
び
、
あ
る
い
は
そ
の
豪
族
を
倒

す
な
と
、
今
か
ら
考
え
る
と
不
思
議

で
な
ら
な
い
よ
う
な
あ
ら
そ
い
や
馳

け
引
き
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た

　
大
井
田
氏
も
、
新
田
一
族
の
勢
力

範
囲
内
を
広
め
る
ひ
と
つ
の
先
峰
と

し
て
妻
有
に
入
っ
て
来
た
も
の
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
鳥
山
氏
（
芦
ヵ
崎
、

川
治
）
、
羽
川
氏
（
川
治
）
な
ど
も

同
じ
一
族
と
し
て
妻
有
に
落
着
き
ま

し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
チ
ョ
ッ
ト
し
た
キ

ッ
カ
ケ
が
あ
れ
ぱ
大
騒
動
に
も
な
り

兼
ね
な
い
折
に
、
朝
廷
（
天
皇
）
側

か
ら
は
武
家
政
治
を
廃
そ
う
と
す
る

動
き
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
承
久
の

変
で
順
徳
上
皇
が
佐
渡
へ
流
さ
れ
た

こ
と
な
ど
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
、
つ

い
に
は
後
醍
醐
天
皇
の
幕
府
追
討
命

令
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　
義
貞
を
中
心
と
す
る
新
田
一
族
は

こ
の
令
を
う
け
て
、
元
弘
三
年
（
一

三
三
三
年
）
五
月
に
挙
兵
し
ま
し
た

が
、
そ
の
時
の
様
子
が
「
太
平
記
」

に　
「
新
田
小

太
郎
義
貞
さ

き
に
大
塔

宮
の
令
旨
を

賜
い
し
よ
り

一
族
を
催
さ

れ
け
る
。
其

勢
僅
か
に
百

五
＋
騎
に
過

ぎ
ざ
り
け
り

此
勢
に
て
は

如
何
あ
ら
ん

と
思
う
と
こ

ろ
に
、
越
後

の
一
族
、
里

見
鳥
山
、
田

中
、
大
井
田

羽
川
の
人
女

一
手
騎
ば
か

避

　
り
此
の
陣
に
馳
せ
加
わ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
北
条
氏
を
攻
め
よ
う
と
し
た
の
に

直
接
の
仲
間
が
少
く
て
案
じ
て
い
た

と
こ
ろ
、
思
い
が
け
ぬ
援
軍
に
勇
気

百
倍
し
て
鎌
倉
へ
上
っ
た
わ
け
で

す
。
稲
村
ヵ
崎
で
刀
を
海
神
に
捧
げ

て
祈
っ
た
ら
、
ア
ッ
と
い
う
間
に
潮

が
引
い
て
攻
撃
路
が
で
き
た
と
い
う

有
名
な
話
も
こ
の
時
の
こ
と
で
す
。

大
井
田
氏
ら
は
、
幕
府
の
鯖
を
直
接

に
攻
め
入
っ
た
り
、
街
中
の
取
締
り

に
あ
た
っ
た
り
し
て
、
大
き
な
手
柄

を
立
て
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

う
ち
た
て
ら
れ
た
建
武
中
興
も
程
な

く
失
敗
し
て
、
こ
ん
ど
は
足
刹
尊
氏

に
対
す
る
争
い
の
毎
日
1
い
わ
ゆ

る
南
北
朝
時
代
に
は
い
り
ま
し
た
。

大
井
田
氏
は
、
新
田
党
の
有
力
な
配

下
と
し
て
各
地
に
転
戦
し
、
備
後
国

ま
で
も
戦
い
の
歩
を
進
め
ま
し
た

が
、
次
第
に
敗
れ
退
い
て
、
義
貞
戦

死
の
の
ち
止
む
な
く
越
後
に
引
き
あ

げ
て
来
ま
し
た
。
大
井
田
十
八
ヵ
城

と
い
わ
れ
る
新
座
、
尾
崎
な
ど
の
と

り
で
は
、
恐
ら
く
そ
の
時
に
固
め
築

か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
大
井
田
氏
の
最
後
は
明
ら
か
で
あ

り
ま
せ
ん
が
、
い
す
れ
に
せ
よ
官
軍

で
あ
る
南
朝
方
に
属
し
て
終
始
し
、

輸
や
か
し
い
忠
節
を
完
う
し
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

　
本
丸
あ
と
に
立
て
ら
れ
た
大
井
田

経
隆
（
父
、
贈
正
四
位
）
氏
経
（
子

贈
従
四
位
）
の
顕
彰
碑
は
、
さ
わ
や

か
な
松
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
遺
業

を
今
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

（
社
会
教
育
課
長
上
村
政
基
）
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